
事業系ごみ（一般廃棄物）
処理手数料を改定します。
今後も市が安全で安定的なごみ処理を継続し、受益者負担の適正化を図るため、枚方市一

般廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例を改正し、排出事業者のみなさまにご負

担いただいている事業系ごみ処理手数料を改定します。

排出事業者のみなさまにおかれましては、事業系ごみを処理するにあたり適正な料金負担

についてご理解とご協力をお願いします。

時 期 事業系ごみ処理手数料

現 行 令和 5年（2023年）11月末まで 10kgあたり 90円

経過措置期間
令和 5年（2023年）12月から
令和 7年（2025年）11月末まで

10kgあたり 120円

本 施 行 令和 7年（2025年）12月から 10kgあたり 150円

排出事業者 一般廃棄物収集
運搬許可業者

枚方市

事業系ごみ処理手数料

収集運搬料金

＋

① 一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する必要があります。

② その際、収集運搬料金とは別に、市に支払う事業系ごみ処理手数料が必要となります。

排出事業者のみなさまへ枚方市から

手数料の改定にあたって、激変緩和のため、経過措置を設けています。改定額

事業系一般廃棄物の処理方法

事業系ごみ処理手数料

令和5 年（2023年）12 月1 日から







枚方市ホームページ「事業系一般廃棄物の減量および適正処理」

https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000004076.html

お問い合わせ先

枚方市 環境部 循環型社会推進室 循環型社会推進課

電話 072-807-6211 ＦＡＸ 072-849-6645

ごみの減量化・資源化について

R e f u s e

リフューズ

・ごみの原因となる過剰包装

などを製造・流通時点で断つ

R e d u c e

リデュース

・マイカップ・マイボトルの利用

・仕入れや調理の工夫による

生ごみの減量化

・会議などのペーパーレス化

R e u s e

リユース
・使用済み封筒の再使用

・コピー用紙の裏面利用

・リユースを前提とした製品の

提供や修理

Re c y c l e

リサイクル

・古紙や生ごみ、草木などを再
生資源事業者へ委託してリサ
イクルする

・機密を保持しながらリサイク
ルできる業者に、機密文書の
リサイクルを依頼する

現在排出されているごみの中には、減らすことのできるものや資源となるものなどが含ま

れている場合があります。ごみの減量化・資源化を推進することは、環境保全につながり、

排出事業者のごみ処理費用の削減にもなる場合があります。

是非、「４R」の取り組みにご協力をお願いいたします。


